
　身体障害者手帳などをお持ちの方が軽自動車または自動車を所有している場合は、申請をすると
軽自動車税（種別割）の減免を受けることができます。

・知的障害者手帳の障がいの程度の記載欄に「Ａ」と表示される重度の障がい。
・精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に定める１級の障がい。
・戦傷病者の方についてはお問い合わせください。

申請・問い合わせ先
軽自動車税（種別割）に関すること………税務課住民税係　　  　 　　　（32）3126
自動車税（種別割）に関すること…………長野県東信県税事務所　0267（63）3135

減免の対象となる障がい

軽自動車税（種別割）の減免申請手続きについて

昨年度から継続して減免の適用を受けようとする場合
　昨年度に軽自動車税（種別割）の減免を受けている方は、軽自動車の所有状況や障害者手帳の等級などを調
査し、引き続き減免の対象となる場合は決定通知書を送付いたします。申請手続きは不要となります。

令和6年度から新たに減免の適用を受けようとする方
　　【提出書類】　減免申請書（様式は税務課窓口にあります）

【持参するもの】　・障害者手帳など　・車検証　・運転する方の運転免許証
　　　　　　　　・減免を希望する車両の納税通知書　・マイナンバーカードまたは通知カード等
　　【申請期限】　５月31日（金）（納期限日まで）
　　【減免基準】　次のいずれかに該当し、もっぱら通学・通院もしくは仕事のために使用する車のうち１台。
　　　　　　　　◦身体または精神等に障がいのある方の所有する軽自動車
　　　　　　　　◦精神に障がいのある方、または身体に障がいがある18歳未満の方と生計をともにする方
　　　　　　　　　が所有し、運転する軽自動車
　　　　　　　　※受けられる減免は、軽自動車と普通自動車のいずれか１台です。

軽自動車税（種別割）および 自動車税（種別割）の
減免が受けられます!

障がいの区分
障害等級

障がい者ご本人が
運転する場合

障がい者ご本人以外の方が
運転する場合

視覚障害 1級、2級、3級、4級
聴覚障害 2級、3級

平衡機能障害 3級

音声機能障害
3級

（喉頭摘出による音声機能
障害がある場合に限る）

―

上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級

心臓機能障害、
じん臓機能障害、
呼吸器機能障害、

ぼうこう又は直腸の機能障害、
小腸の機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級
乳幼児期以前の

非進行性脳病変による
運動機能障害

上肢機能 1級、2級
移動機能 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級

御代田町老人福祉計画・第9期介護保険事業計画
(令和6年度～8年度)を策定

～お互いに 尊重し合い 支え合い 笑顔あふれる わが町みよた～
　町では、3年ごとに本計画を策定し、介護保険事業の運営に当たっています。第9期の基本理念を『お互
いに 尊重し合い 支え合い 笑顔あふれる わが町みよた』とし、次の4点を目標として取り組みます。

　介護保険法施行規則の改正により、介護保険料の標準段階がこれまでの9段階から13段階に多段階化
されます。また、令和6年度～ 8年度の3年間で必要な介護保険サービス等の総費用を基に算出した結果、
基準月額は5,160円となりました。所得段階別の介護保険料額は下表のとおりです。

　介護保険事業の健全な運営には、皆さまのご協力が不可欠です。元気な高齢者が増えることにより、介
護サービスなどの費用を抑えることができます。今後も引き続き介護予防に取り組んでいきましょう。

①高齢者の健康寿命の延伸
②高齢者の在宅生活支援の強化

③地域包括ケアシステムの深化・推進
④地域包括ケアシステムを支える介護人材確保
　および介護現場の生産性の向上

介護保険料を見直します

問い合わせ先　保健福祉課介護高齢係（31）2512

所得段階 対象となる方 調整率 保険料（月額）保険料（年額）

第1段階

世帯全員
が町民税
非課税

○生活保護受給者もしくは老齢福祉年金受給者
○前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計
　が80万円以下の方

基準額
×

0.285
1,470円 17,640円

第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円超120万円以下の方

基準額
×

0.485
2,503円 30,030円

第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
120万円超の方

基準額
×

0.685
3,535円 42,410円

第4段階 本人が町
民税非課
税で世帯
に課税者
がいる

本人は非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額
×
0.9

4,644円 55,720円

第5段階 本人の前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円超の方

基準額
×
1.0

5,160円 61,920円

第6段階

本人が
町民税
課税

前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額

×
1.2

6,192円 74,300円

第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の方

基準額
×
1.3

6,708円 80,490円

第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の方

基準額
×
1.5

7,740円 92,880円

第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上
420万円未満の方

基準額
×
1.7

8,772円 105,260円

第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上
520万円未満の方

基準額
×
1.9

9,804円 117,640円

第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上
620万円未満の方

基準額
×
2.1

10,836円 130,030円

第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上
720万円未満の方

基準額
×
2.3

11,868円 142,410円

第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額

×
2.4

12,384円 148,600円
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